
○
経
済
産
業
省
告
示
第
百
九
十
九
号

外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
外
国
為
替
令
第
十
八
条
第
三

項
の
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
役
務
取
引
等
（
平
成
二
十
二
年
経
済
産
業
省
告
示
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
平
成
二
十
二
年
九
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日

経
済
産
業
大
臣

直
嶋

正
行

第
二
号
中
「
目
的
で
行
う
」
の
下
に
「
取
引
又
は
行
為
に
係
る
」
を
加
え
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

三

非
居
住
者
（
イ
ラ
ン
政
府
、
イ
ラ
ン
の
法
令
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
当
該
法
人
そ
の
他
の
団
体

の
外
国
に
あ
る
支
店
、
出
張
所
そ
の
他
の
事
務
所
を
含
む
。
）
若
し
く
は
イ
ラ
ン
以
外
の
地
域
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す

る
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
イ
ラ
ン
内
の
支
店
、
出
張
所
そ
の
他
の
事
務
所
又
は
こ
れ
ら
の
も
の
若
し
く
は
イ
ラ
ン
国
籍
を

有
す
る
自
然
人
に
よ
り
実
質
的
に
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
と
の
間
で
行
う
生
命
保
険
以
外
の
保
険
に
係
る
役

務
取
引
（
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
附
属
書
一
Ｂ
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
の
金
融
サ

ー
ビ
ス
に
関
す
る
附
属
書
第
五
項
（a

)
(
ⅰ
)
(
B
)

に
規
定
す
る
生
命
保
険
以
外
の
保
険
に
係
る
元
受
保
険
又
は
当
該
元
受
保



険
に
係
る
再
保
険
（
同
項(

a
)
(
ⅱ
)

に
規
定
す
る
再
保
険
を
い
う
。
）
若
し
く
は
再
々
保
険
（
同
項(

a
)
(
ⅱ
)

に
規
定
す
る

再
々
保
険
を
い
う
。
）
の
引
受
け
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
イ
ラ
ン
の
核
活
動
及
び
核
兵
器
運
搬
手
段
の
開
発
に
関
連
す

る
活
動
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
基
づ
く
資
金
の
移
転
防
止
措
置
の
対
象

と
な
る
イ
ラ
ン
の
拡
散
上
機
微
な
核
活
動
及
び
核
兵
器
運
搬
手
段
の
開
発
に
関
連
す
る
活
動
を
指
定
す
る
件
（
平
成
十
九

年
外
務
省
告
示
第
九
十
二
号
）
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
又
は
イ
ラ
ン
へ
の
大
型
通
常
兵
器
等
の
供
給
等
に
関
連
す
る

活
動
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
基
づ
く
イ
ラ
ン
へ
の
大
型
通
常
兵
器
等
の

供
給
等
に
関
連
す
る
資
金
の
移
転
防
止
措
置
の
対
象
と
な
る
活
動
を
指
定
す
る
件
（
平
成
二
十
二
年
外
務
省
告
示
第
三
百

六
十
二
号
）
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
寄
与
す
る
目
的
で
行
う
取
引
又
は
行
為
に
係
る
も
の

附
則
中
「
第
三
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
る
。


